
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律

（
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年

法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
三
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法

第
一
条
中
「
平
成
三
十
二
年
」
を
「
令
和
三
年
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
四
項
、
第
二
十
九
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
三
項
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
」
を
「
令
和
三
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・

東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
中
「
平
成
三
十
二
年
」
を
「
令
和
二
年
」
に
、
「
）
第
一
条
」
を
「
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
祝
日
法
」



と
い
う
。
）
第
一
条
」
に
、
「
い
う
」
を
「
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
」
に
、
「
同
法
」
を
「
祝
日
法
」
に
改
め
、
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

令
和
三
年
の
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
祝
日
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
祝
日
法
第
二
条
海
の
日
の
項
中
「
七
月
の

第
三
月
曜
日
」
と
あ
る
の
は
「
七
月
二
十
二
日
」
と
、
同
条
山
の
日
の
項
中
「
八
月
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
八
月
八
日

」
と
、
同
条
ス
ポ
ー
ツ
の
日
の
項
中
「
十
月
の
第
二
月
曜
日
」
と
あ
る
の
は
「
七
月
二
十
三
日
」
と
す
る
。

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
八
条
の
六
第
一
項
中
「
令
和
二
年
に
」
を
「
令
和
三
年
に
」
に
、
「
令
和
二
年
十
二
月

三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
一
条
の
二
十
三
の
見
出
し
中
「
令
和
二
年
」
を
「
令
和
三
年
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
令
和
二
年
に
」
を
「

令
和
三
年
に
」
に
、
「
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
令



和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
各
号
中
「
令
和
二
年
」
を
「
令
和

三
年
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
の
十
六
の
二
の
見
出
し
中
「
令
和
二
年
」
を
「
令
和
三
年
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
令
和
二
年
に
」
を

「
令
和
三
年
に
」
に
、
「
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「

令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
令
和
二
年
」
を
「
令
和
三

年
」
に
改
め
る
。

（
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
そ
の
翌
年
」
を
「
令
和
三
年
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
無
人
航
空
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
航
空
法
及
び
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

２

無
人
航
空
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
航
空
法
及
び
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第

号
。
次
項
に
お
い
て

「
航
空
法
等
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競

技
大
会
特
別
措
置
法
」
を
「
令
和
三
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
」

に
改
め
る
。

（
調
整
規
定
）

３

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
航
空
法
等
一
部
改
正
法
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
と
な
る
場
合
に

は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。



理

由

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催
を
令
和
三
年
に
延
期
す
る
こ
と
に
伴
い
、
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
推
進
本
部
の
設
置
期
限
を
延
長
し
、
及
び
同
年
に
お
け
る
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
の
特
例
を
定
め
る
と
と
も
に
、
法
人
住
民
税
、
法
人
事
業
税
、
所
得
税
及
び
法
人
税
の
特
例
措
置
の
適

用
期
限
を
延
長
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


